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第第第第７７７７回回回回千倉千倉千倉千倉地区学校再編検討委員会地区学校再編検討委員会地区学校再編検討委員会地区学校再編検討委員会    会議録会議録会議録会議録    

 

日時   平成２５年 ２月１３日（水） 

午後７時から午後８時まで 

会場    千倉漁村センター２階大会議室         

出席委員 ２４名 

        欠席   なし 

        傍聴人  なし １．開会 ２．委員長挨拶 第６回の会議で検討委員会の中で一つの方向性といいますか、基本的なことがまとまっていきました。この後は、我々、検討委員会のまとまったことを地域へ持って行って、説明しようということになっています。それらのことについて、本日検討していただきたいことがいくつかあります。ここまで来るに当たって、いろいろありがとうございました。これからもよろしくお願いします。 ３．教育長挨拶 今、委員長からもありましたが、この後、地区説明会、また３月４日に第８回再編検討委員会ということで、今日も御審議をお願い申し上げます。  ４．報告 事務局   次第の４の報告等として、前回の第６回検討委員会の内容について報告させていただき、その後に本日の会議資料の確認をさせていただきます。第６回の学校再編検討委員会を平成２５年１月２９日に行い、この時の出席委員は２２名となっております。議題の１号として「学校再編の方向性について」検討していただきました。昨年１２月の第５回会議で、平成２６年度から１校とする案でおおむねの方向性として共通理解が図られ、各幼小ＰＴＡへの説明会を行うこととなり、１月に忽戸小と朝夷小で説明会を行いました。また、健田幼小ＰＴＡでは、Ｑ＆Ａの配付とアンケート調査を行っていただきましたので、それらを踏まえた御意見を伺っております。まず、七浦幼小ＰＴＡでは、説明会は行っていませんが、前回と同様との御意見でした。忽戸幼小ＰＴＡでは、「２校案はどうなったのか」という意見もあったが、忽戸小として集約したのは、「一度で行くなら健田小へ」という御意見でした。その他の意見としては、「幼稚園がどうして朝夷小なのか」という意見が多かったとのことでした。朝夷幼小ＰＴＡでは、「２校案がどうしてダメなのか」という意見が根強くあり、全ての案においてメリット・デメリットが出ている中で結果的には、これまでと同じ２校案という御意見でした。健田幼小ＰＴＡでは、アンケート調査により意見が
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約２０件寄せられたとのことで、幼稚園が朝夷小に行くことについて、海抜や道路の問題があるという御意見でした。これらの意見を踏まえた上で、それぞれの委員さんから御意見を伺っております。大半の委員さんからは、平成２６年度に１校とすることについては、理解できるが、統合まで１年ということについて、不安があるという御意見が多くありました。統合まで１年ということについては、先生方や検討委員さんなどの御協力をいただきながら進めていくことで可能であることの説明をさせていただきました。また、幼稚園についての議論が少なかったという御意見があり、健田幼小ＰＴＡで行ったアンケート調査の結果等を踏まえて検討していただきました。事務局からは、現行の健田幼小の敷地では、必要とする敷地が確保できないことから、次善の策として朝夷小学校の校舎を改修して使用するという提案をさせていただいたことや、海抜１５ｍ以上であれば津波の心配はないこと、また道路が狭いということについては、車の行き違いができるようなスペースを検討することなどの説明をさせていただきました。検討委員会としては、これまで議論を重ねて来た中で、いろいろな御意見はありますが、そろそろまとめの段階に入って、地域での説明会を行い、それらを踏まえて意見具申を作成することとなり、２月下旬に千倉保健センターと千倉漁村センターの２か所で行う予定となっております。報告は以上となりますが、委員の皆様には前回の会議録を事前に送付させていただいておりますので、本日の会議にて御承認をいただき、市のホームページに掲載したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。       続いて、事前配付資料の確認、本日の配付資料として、資料１「統合幼稚園・小学校の名称について」、資料２「千倉地区の地区説明会回覧文書及び当日の配付資料」、資料３「丸山地区及び和田地区の学校再編に係る意見具申の提出について」の配付確認。 （質疑等なし） ５．議事 事務局   これより議事に入ります。本日の傍聴人はおりませんのでお願いします。 委員長   本日の出席委員数は２４名、全員出席です。過半数に達していますので、会 議を行いたいと思います。第１号「統合幼稚園・小学校の名称について」を議 題といたします。事務局に説明を求めます。 事務局   それでは、本日配付しました資料に基づいて、説明させていただきます。資 料１を御覧ください。事務局といたしましては、平成２６年度から千倉地区の ４園４校が１園１校になることから、それぞれの幼稚園・小学校の名称は使用 せずに新たな名称が望ましいと考えております。現在の名称には地域の方々の 様々な思いがあることとは存じますが、中学校の名称は千倉中学校であり、将 来の千倉地区を担う子供たちの学び舎として、１園１校となることから、「千倉 
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幼稚園」・「千倉小学校」とする園名・校名が、一番ふさわしい名称であると考 え、提案をいたしたところでございます。よろしくお願いいたします。 委員長   ただ今、幼稚園の園名、小学校の校名につきまして、説明がございました。案が出て参りましたが、何か御意見ございますか。特に御意見がなければ、南房総市千倉の幼稚園であり、小学校であり、中学校であると、こういう考え方をしたら、「千倉」という名前が一番良いのではないかという気がいたします。 委員    提案の内容については、意見はないですが、手法として、他の地区では公募という手法を取られたと新聞報道等で聞いています。説明会の時に、なぜそういう方法を取らなかったのかと質問があった場合はどのような回答をされるか、それをお聞かせいただければ。 事務局   一例を申し上げますと、丸山地区及び和田地区の中学校の統合に関しては、旧町村を越えた統合です。そういうことも考えますと、旧町村名は使わずに、それは新たな名称がよろしいのではないかと、両地区の合同会議で決定して、公募という形になりました。今回、千倉地区につきましては、千倉中学校が現在あります。そういったことも考え、旧町村名でもあり、「千倉幼稚園」・「千倉小学校」というものが一番ふさわしいと、それ以外の名称はなかなか考えにくいのではないかと思いまして、事務局として提案をしたところでございます。 委員長   以上の説明ですが、何かありますか。 委員    主観の問題ですが、幼稚園はひらがなで「ちくら」と表記すれば、後ほど、ちくら保育所も入ってきますので、その方が良い感じがします。それと、幼保一体になって、ちくら保育所が入ってくると、漢字の「千倉幼稚園」とひらがなの「ちくら保育所」になるわけですか。 事務局   幼保一体施設となったとしても、幼稚園は幼稚園、保育所は保育所という位置づけだと思っています。通称として「総合こども園」というような名称も使ったりもしているようですが、幼稚園は幼稚園、保育所は保育所という観点で考えています。先ほどの説明に付け加えさせていただきますが、白浜地区も、長尾小と白浜小で白浜の名称となっております。富浦地区についても、八束小と富浦小が一緒になって富浦という形になっています。富山地区については、平群小と岩井小が旧町村名である富山ということで富山小となっておりますので、おおむね今、旧町村名というものが残っているというのが実状ですので、よろしくお願いします。 委員長   今、幼稚園の名称をひらがなの方が良いのではないかという話が出て参りましたが、どうでしょうか。正式名称は漢字で、子供に見せるのにはひらがなでも良いと思いますけど。千倉地区における名称として、「千倉幼稚園」・「千倉小学校」という名称につきまして、いかがでしょうか。 委員    今は幼稚園と小学校の名称についてですが、保育所が入って来ると、保育所
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の名称はどうなりますか。「ちくら保育所」ですか。 事務局   基本的には、「ちくら保育所」です。 委員長   ひらがな、あるいは他の名称ということが出てきましたが、「千倉」ということで統一すれば、「千倉幼稚園」、「千倉小学校」、及び「千倉中学校」。保育所も最終的に一緒になるとしたら「ちくら保育所」。名称としては、どうでしょうか。 委員    中学が「千倉」ですから、やはり「千倉」を使った方が良いと思います。 委員長   そういう意見が上がりましたが、どうでしょうか。それでは、「千倉」の地名を残すというか、「千倉」を基にして、千倉幼稚園・千倉小学校及び千倉中学校という形に統一したら良いのではないかという意見もございました。事務局から「千倉幼稚園」・「千倉小学校」という提案がありましたが、これでいかがでしょうか。 委員    会議の進め方として、もっと丁寧にやって欲しい。個人的な意見ですが、最初に「学校の名前はどうしますか。どういうふうに決めたらいいですか。」と説いてから「では、意見がないようでしたら、事務局の案はありますか。」という決め方をしていただきたい。最初に事務局の案を出されてしまうと、自分の意見があっても、その意見が抹殺されてしまうような感じがするので、もう少し丁寧な会議の進め方をしていただければと思います。 委員長   わかりました。もう少し話しましょう。皆さんの考え方を述べていただければと思いますが、何かありますか。委員、どうぞ。 委員    先ほど言ったように、「千倉幼稚園」・「千倉小学校」で良いと思いますけど、最初から事務局の案を前面に出されてしまうと、申し訳ないが、異論を唱えたくなってしまう。 委員長   進め方に異論があるということでございましたが、もう一度、確認いたします。幼稚園の名称は「南房総市立千倉幼稚園」、小学校の名称は「南房総市立千倉小学校」と、こういう名称にしたいということですが、異議ございませんか。 委員    私は、幼稚園の名称は、先ほど、委員が言ったように、ひらがなの「ちくら」の方が柔らかい感じで良いと思います。昔、七浦保育園と平舘保育園の統合の時も「千倉」という漢字よりは、ひらがなが良いのではないかということで。まして、幼保一体化で保育所も入るということですので、ひらがなの方が良いと思います。 委員長   皆さんどうでしょうか。読み方は「ちくら」ですが、書くときに漢字でなく、ひらがなが良いのではないかという意見ですが、どうでしょうか。 委員    幼稚園は幼稚園。保育所は保育所。それぞれ別なら、今、保育所はひらがなで「ちくら」と、幼稚園は今でも漢字なのだから、漢字で「千倉」とすれば良いと思います。 委員長   保育所だけ、ひらがなにしたらどうかという意見です。もう一度確認いたし
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ます。小学校については漢字で「千倉小学校」ということでよろしいですか。異議はありませんか。 委員    はい。 委員長   幼稚園については、漢字の「千倉幼稚園」か、ひらがなの「ちくら幼稚園」か。これはどうでしょうか。今まで使っているのは漢字ですね。 委員    この地区に関しては漢字です。 委員長   それでは、今までどおり、漢字でよろしいですか。異議ありませんか。 委員    異議なし。 委員長   保育所は議題には入っていませんが、保育所の場合は、ひらがなにした方が良いのではないかということで、そのままで。 委員    はい。 委員長   それでは、次の議題に移ります。第２号「地区説明会について」を議題といたします。事務局に説明を求めます。 事務局   第２号「地区説明会について」ですが、資料２を御覧いただきたいと存じま す。前回、若干報告をさせていただいたとおり、地区説明会の開催についての周知ということで、明日、２月１４日に千倉地区の全戸に配付いたしますのでよろしくお願いします。２月２６日（火）午後７時から千倉保健センター、２月２８日（木）午後７時から千倉漁村センターということで開催をいたします。次のページは、地区説明会の会場における席次表となっております。その次のページですが、説明会の次第でございます。地区説明会については、千倉地区の学校再編検討委員会が主催者となり、再編方針案を地域の方々に説明し、意見交換をしながら御理解いただくことを目的としています。「１．開会」については、当日の司会進行とともに、副委員長にお願いしたいと存じます。「２．あいさつ」については、委員長と教育長にお願いします。併せて、検討委員の紹介をお願いしたいと存じます。「３．説明」と「４．質疑・意見交換」については、座長を委員長にお願いしたいと存じます。資料内容等の説明については事務局で行います。資料内容の説明が終了した段階で、質疑・意見交換となります。質疑等が出尽くした段階で説明会は閉会となります。次のページですが、再編方針案ということで、「（１）幼稚園小学校の再編時期について」再編時期は平成２６年４月１日とする。「（２）統合幼稚園・小学校の位置について」園舎は朝夷幼稚園舎を使用する。なお、平成２６年度から朝夷小学校校舎を幼保一体施設に改修し、平成２７年度から統合幼稚園とちくら保育所の幼保一体施設を開設する。校舎は健田小学校舎を使用する。「（３）統合幼稚園・小学校の名称について」ただ今、議題１号で決定しました、園名は漢字の「千倉幼稚園」。校名は「千倉小学校」とする。ということで、ここに記載をしたいと存じます。次のページが再編のスケジュール案となっております。その次のページですが、
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千倉地区の学校再編検討委員会の報告書でございます。今まで、地区ごとに協議検討し、決定した事項についてまとめたものです。ここの中の園名や校名が空欄となっておりますので、記載したものを資料として考えております。次のページは千倉地区の児童数及び生徒数の推移見込みとなっております。Ａ３判の二つ折りになっているかと思いますが、市内の小学校再編の推進状況について、これも併せて、当日配付とさせていただきたいと存じます。資料の内容についての説明は以上ですが、検討委員の皆様に、お願いですが、説明会当日の集合時間につきましては、基本的に午後６時３０分までに各会場にお願いしたいと存じます。会場準備等につきましては、おおむね事務局でいたします。それから、説明会の席上でそれぞれの団体に対しての質問が出る場合がございますので、その場合は、できるだけその団体から御回答していただければと存じます。説明については以上です。よろしくお願いします。 委員長   何か質疑がございましたら、お願いします。 委員    説明会は両方に出席した方が良いのですか。片方だけでも良いのですか。 事務局   御都合がつけば、両方の会議には出ていただきたいと思っております。基本的に検討委員会の総意のもとで、皆さん方に周知徹底を図るという位置づけの中で開催をいたしますので、何か事情があれば仕方ないですが、できる限り、出席していただければと思っております。よろしくお願いします。 委員長   よろしいですか。他にはどうでしょう。 委員    今、校名について、いろいろ出ましたが、説明会の時には、いろんな方々が来ると思います。その席で校名に対して意見が出た時に、どのように対応しますか。もう、こうやって決まったから、それで行くと通してしまうのですか。 事務局   この再編方針案（３）について、今は○○となっていますが、当日は正式な字を記載して、配付しまして、こういう形で検討委員会として決まりましたということで説明はいたします。確かにその中で、いろんな御意見が出てくれば、次回の検討委員会の中で、場合によっては御相談なのかもしれませんが、検討委員会としての決定事項ということで、説明会では周知をしたいと思っております。 委員長   よろしいですか。 委員    再編のスケジュール案ですが、全て平成３０年度で矢印が止まっていますので、「３１年度からまたやるのか。」というようなことを言われてもいけませんので。この先については、未定ということですよね。３０年度に区切りの線を入れて、３１年度にまたぐような形の方が誤解を与えないのかなという気がしましたので。 委員長   他によろしいですか。質疑がなければ、地区説明会はこの説明方法で進めたいと思います。本日の議事については以上でございます。それでは、６．その
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他について、事務局より報告がございます。よろしくお願いします。 事務局   ６．その他ですが、すでに、新聞に掲載され御承知のことかと思いますが、「丸山地区・和田地区の統合中学校に係る意見具申」が正式に教育委員会に提出されました。内容についてですが、両地区検討委員会連名で、教育長宛てに意見具申があったものでございます。次のページは、今までの協議結果及び要望事項内容が記載されております。１から３については、条例や規則等の改正が必要となる項目となっており、最も重要な事項でございます。４以降は１から３の項目に対する個別案件として合意が必要とされる事項でございます。検討委員会で必要と認める事項として提言をいただき、財政的な支援を要望するものでございます。この意見具申を参考としまして、千倉地区における意見具申案というものを作成していただきたいと考えております。説明内容については以上です。よろしくお願いします。 委員長   具申案をつくるにあたって、丸山地区及び和田地区の中学校再編の具申の内容を紙面としてお渡しいたしました。お考え置きいただいて、参考にしていただきたいということでございます。 委員    忽戸は、保護者の方から、専門部会の話で、どういう部会をつくって、何人ぐらい必要か、分かれば知りたいと。あと、次回の３月の会議の前までに要望をまとめたいと思って、アンケートは出してあるんですが、４月になると、いろんな行事があって、遅いのではないかという意見が出ました。 事務局   ２４年度に専門部会を正式に立ち上げても、２５年度になりますと、メンバーが変わってしまうと思い、次回の会議の時に専門部会の役員構成を提案しますので、ＰＴＡの中で話し合っていただいて、役員の割り振り等ができればと考えております。 委員    表題が「意見具申」となっていて、中段が「意見具申を提出いたします。」となっている。「意見具申をいたします。」で良いのではないか。 事務局   正式な文書には「提出いたします。」というところの「提出」は除きます。 委員長   今の意見は「意見具申を提出いたします。」という文面がおかしいということでした。これを「意見具申いたします。」と。「提出」という言葉は消してください。 事務局   幼保一体の話で、現在、国は「幼稚園」は「文科省」、「保育所」は「厚労省」が所管しています。この所管については、国が変わらない限り、所管は変わってこないと思いますので、幼稚園と保育所はそれぞれ別々の設置管理条例がこれからもあるということで、我々は考えております。国がこれから検討しようとしている「こども園」的なものが法的に通れば、設置管理条例も一つになる可能性はありますけれど、今の段階では、設置管理条例は別々の法律でつくられていることを理解しておいて欲しいです。先ほども、幼保が一緒の名前でと
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ありましたが、それは通称ということで使うことは構わないですが、保育所は保育所として設置管理条例を持ちますし、幼稚園は幼稚園として設置管理条例を持ちますので、そのように御理解ください。 委員長   行政とは縦割りですから、そういうようなことが出てくるかもしれません。他に何かございますか。 事務局   それでは以上をもちまして、第７回千倉地区学校再編検討委員会を閉会します。ありがとうございました。 （閉会） 


